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平成２６年知内町議会第３回定例会（２日目）

◎ 招集年月日 平成２６年９月２６日（金）

◎ 招集の場所 知内町役場 議場

◎ 開 会 日 時 平成２６年９月２６日（金） 午前 ９時３７分

◎ 閉 会 日 時 平成２６年９月２６日（金） 午前１０時４８分

◎ 出 席 議 員

１番 西 山 和 夫 ７番 谷 口 康 之

２番 木 村 一 ８番 吉 田 峰 一

３番 松 井 盛 泰 ９番 森 永 勉

４番 泉 政 栄 １０番 伊 藤 政 博

◎ 会議録署名議員 ３番 松 井 盛 泰 ８番 吉 田 峰 一

◎ 欠 席 議 員 ５番 敦 澤 良 子

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 野 幸 孝

副 町 長 網 野 真

総 務 企 画 課 長 手 塚 恵 一

総務企画課政策室長 小田島 伸 二

生 活 福 祉 課 長 松 崎 輝 幸

湯 ノ 里 保 育 所 長 福 井 誠一郎

産 業 振 興 課 長 西 野 俊 一

建 設 水 道 課 長 佐々木 孝 幸

出 納 室 長 藤 谷 亘

教 育 長 田 中 健 一

教 育 次 長 大 館 光 晴

高 校 事 務 長 田 中 志津夫

スポーツセンター長 上 村 政 美

（給食センター長） 大 館 光 晴

代 表 監 査 委 員 村 上 壽

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 村 上 義 久

議 事 係 長 上 野 真 吾
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平成２６年知内町議会第３回定例会議事日程

（第２号） 平成２６年９月２６日（金）午前９時３０分開議

日 程 議 件 番 号 議 件 名

第 １ 会議録署名議員の指名 ３番、松井盛泰君、８番、吉田峰一君

第 ２ 委員会報告第4号 平成２５年度知内町各会計決算審査特別委員会報告について

第 ３ （委員長報告）

第 ４ 議案第１７号 知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する

第 ５ 条例の一部を改正する条例について

第 ６ 議案第１８号 北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体の増加及び北海道市

第 ７ 町村職員退職手当組合規約の変更について

第 ８ 議案第１９号 教育委員会委員の任命について

第 ９ 意見書案第１号 所得税法第５６条の廃止を求める意見書の提出について

第1 0 意見書案第２号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以

下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１

５年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の

提出について

第1 1 意見書案第３号 奨学金制度の充実を求める意見書の提出について

第1 2 意見書案第４号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと、地域や子ども

の実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書の提出について

第1 3 意見書案第５号 「危険ドラッグ（脱法ハーブ）」根絶に向けた総合的な対策の強化

を求める意見書の提出について

第1 4 意見書案第６号 魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書の提出

について

第1 5 意見書案第７号 軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを要請

する意見書の提出について

第1 6 意見書案第８号 産後ケア体制の支援強化を求める意見書の提出について

第1 7 意見書案第９号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書の提出につい

て

第1 8 意見書案第10号 漁業用燃油にかかる軽油引取税免税措置の堅持に関する意見書の提

出について

第1 9 議 長 発 議 議会閉会中の正副議長並びに議員の出張承認について

● 開会宣言・開議・議事日程

◎ 議 長（伊藤政博）

おはようございます。第３回の定例会の３日でございます。

ご参集いただきまして、ありがとうございます。

本日の欠席通告のあった議員は、５番、敦澤良子君であります。

只今の出席議員数は８人です。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
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本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

● 会議録署名議員の指名

◎ 議 長（伊藤政博）

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、３番、松井盛泰君及び

８番、吉田峰一君を指名します。

● 委員会報告第４号 平成２５年度知内町各会計決算審査特別委員会報告について

（委員長報告）

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２、委員会報告第４号、『平成２５年度知内町各会計決算審査特別委員会報

告について』を議題とします。

本件について、決算審査特別委員会において、審査が終わっています。

審査の結果について、委員長の報告を求めます。

決算審査特別委員会委員長、森永勉君。

◎ 委 員 長（森永 勉）

委員会報告第４号、平成２５年度知内町各会計決算審査特別委員会報告について。

決算審査特別委員会に付託した平成２５年度知内町各会計決算審査の結果について、別

紙のとおり報告する。

平成２５年度決算審査特別委員会報告書。

平成２６年知内町議会第３回定例会において、本特別委員会に付託された事件について、

次のとおり審査を終了したので会議規則第７７条の規定により報告します。

平成２６年９月２６日。知内町議会決算審査特別委員会委員長、森永勉。知内町議会議

長、伊藤政博殿。

記、１．付託事件、議案第１０号、平成２５年度知内町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて。議案第１１号、平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。議案第１２号、平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。議案第１３号、平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計歳入歳出

決算認定について。議案第１４号、平成２５年度知内町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について。議案第１５号、平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について。議案第１６号、平成２５年度知内町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定

について。２．審査年月日、平成２６年９月２４日及び２５日の２日間。３．審査場所、

議会議場。４．審査委員、議長及び議員選出監査委員を除く議員全員による。５．審査の

概要、委員会開会後、直ちに審査方法を決め、町長から行政執行方針に基づく行政評価の

説明、副町長から一般会計決算の概要説明後、各会計別に議題とし、各課ごとに担当課長

から決算内容の説明を受けた後、質疑・討論・採決の順に審査を進めた。６．審査結果、

付託された議案第１０号から議案第１６号までの７議案については『認定すべき』と決定

した。
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７．決算内容、平成２５年度の一般会計及び国民健康保険事業特別会計など５会計(水

道事業会計を除く。)の決算状況については、歳入総額は５，６６５，７５４千円、歳出

総額は５，５１２，６７９千円となっている。水道事業会計では、事業収益は消費税抜き

で１２４，０６８千円、事業費用は９２，８５０千円で、当年度純収益は３１，２１８千

円となっている。

一般会計歳入歳出決算の状況は、歳入では４，２８５，１０７千円、歳出では、４，１

５７，９４４千円で、差引額は、１２７，１６３千円となり、翌年度へ繰越すべき財源（繰

越明許費）７４，１５５千円を差し引いた実質収支額は、５３，００８千円の黒字となっ

ている。

また、特別会計（５会計）は、全体で歳入が１，３８０，６４７千円、歳出が１，３５

４，７３５千円で、差し引き２５，９１２千円の黒字となり、実質収支額及び単年度収支

額の合計は黒字となっているが、単年度収支額において、介護保険特別会計と後期高齢者

医療特別会計がそれぞれ赤字となっている。

本町の財政について、財政健全化法に基づく健全化判断比率の４指標については、早期

健全化基準値以下であり、特別会計の資金不足比率についても経営健全化基準値以下であ

る。しかし、財政構造の弾力性の指標として用いられている経常収支比率は、８１．２％

（前年度７８．３％）で対前年度比２．９ポイント上昇しているが、実質公債費比率は、

１５．９％と前年度（１６．３％）より微減ではあるが０．４ポイント改善されている状

況にある。

歳入では自主財源全体の６６．４％を占める町税は７０２，０２８千円で、前年度対比

２３，２７７千円（３．２％）の減収となり、そのうち町税全体の町民税は、１８２，９

１７千円で前年度より１７，０４６千円（８．５％）の減となっており、要因は、個人町

民税の減によるものである。固定資産税は、４６１，１２６千円で前年度より１３，４７

５千円（２．８ ％）の減となり主な要因は、知内発電所にかかる償却資産の減価償却に

よるものである。

また、地方交付税は、２，０３１，４１９千円で前年度より５７，１０８千円（２．７

％ ）の減となっており、義務的経費、投資的経費及びその他の経費の合計である歳出全

体に占める経常一般財源の総額は、２，３１０，９１７千円（５５．６％）で、前年度に

比べ２１，８９５千円（１．０％）の増となっている。

８．審査意見、町税等の滞納額は、町税（町民税・固定資産税・軽自動車税）で１５，

３２９千円（前年度対比１４，９８７千円の減）、国民健康保険税は２５，９８０千円（前

年度対比１６，０４３千円の減）、住宅使用料等は３，２７８千円（前年度対比８１４千

円の減）、財産収入は９７０千円で（前年度対比１０２千円の増）で合計４５，５５７千

円となっており、前年度対比で３１，７４２千円（４１．１％）減少している状況にある。

滞納繰越額が前年度と比較して３１，７４２千円の減となり、また、特別会計を含めた

不納欠損額３，０５５千円を差し引いた実質額２８，６８７千円の滞納繰越額が縮減され

ているところである。

繰越額が減ってきたことは認めるところであるが、介護保険料や後期高齢者医療保険料

にかかる特別会計も含めて不納欠損額が増える要素もあり、滞納繰越額がまだ相当額残っ

ており、知内町債権の管理に関する条例もできたことから、時効にかからないような徴収

業務に努めてほしい。

また、徴収のための高度なスキルを渡島・檜山地方税滞納整理機構から吸収し、そのス

キルを町で発揮できるようになった際には、機構から脱退することも視野に入れ、今後事
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務の執行にあたっていただきたい。

一方、小谷石振興については、予定された事業が順調に進んでいるが、今後「お試し暮

らし」のようなソフト事業の展開が必要と考えられることから充分に協議され効果のある

事業を展開して欲しい。

また、アカデミックサテライト講習事業については、平成２３年度から導入し数年経過

しているが、生徒をはじめ教師の頑張りにより、平成２５年度には、国公立大学（センタ

ー試験）への受験を試みる生徒がでてきており、結果２名が合格するという効果が表われ

ており、それにより定数の確保も期待できると思われることから、今後の取り組みをさら

に期待するものである。

地方財政を取り巻く環境は極めて厳しく、ますます多様化する住民ニーズの中で、行政

サービスの量的・質的向上が求められております。このような環境下にあって、行財政改

革の推進や限られた予算を有効に活用したまちづくりに取り組んでいくことを願うもので

あり、また、審査の過程で述べられた各委員の質疑・討論などの意見・要望を参酌し、今

後の町政の執行に際し、十分反映されるよう要望するものであります。以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

只今、委員長から報告がありました。これから決算認定の件を採決します。

この採決は起立によって行います。この決算認定は、議案第１０号から議案第１６号ま

での７議案について認定すべきと決定しました。委員長報告どおりすることに賛成の方は

起立願います。

（ 起立多数 ）

起立多数です。したがって、本件については、委員長報告のとおり決定しました。

● 議案第１７号 知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３、議案第１７号、『知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例について』を議題と致します。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第１７号、知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例について。

知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を次のと

おり改正する。

次のページです。知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条

例の一部を改正する条例。

知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和５８年条

例第１３号）の一部を次のとおり改正する。

第２条第２項第１号中、「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」

に改め、同条同項第２号中、「父子家庭であってひとり親家庭の母に準ずる男子をいう。」

を「母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項に規定する配偶者のない男子であって、
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生活保護法による保護を受けていない者のうち、前号１）又は２）のいずれかに該当する

ものであること。」に改める。

附則として、この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。

なお、説明資料見だし２の生活福祉課３ページに新旧対照表を載せておりますので、ご

参照願いたいと思います。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１７号を裁決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１８号 北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体の増加及び北海道

市町村職員退職手当組合規約の変更について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第４、議案第１８号、『北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体の増加

及び北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第１８号、北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体の増加及び北海道市町村

職員退職手当組合規約の変更について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、総務大臣の許

可の日から北海道市町村職員退職手当組合に根室北部廃棄物処理広域連合が加入すること

から、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。

次のページです。北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。

北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指令許可）

の一部を次のように変更する。

今回の変更につきましては、根室北部廃棄物処理広域連合が加入することに伴う変更で

あります。

附則と致しまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第

１項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

以上で説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。
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質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１８号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１９号 教育委員会委員の任命について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第５、議案第１９号、『教育委員会員の任命について』同意を求める件を議題

とします。

提案者の説明を求めます。

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

議案第１９号、教育委員会委員の任命について。

下記の者を教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。

記として、住所は、知内町字元町３３８番地１４、田中健一氏、生年月日は、昭和２４

年９月１４日生まれであります。

田中健一教育長が９月３０日をもって任期満了となりますが、教育委員会改革により平

成２７年４月１日から新制度が施行されること、さらには、小中一貫教育の推進を図るた

めの制度化に向けた検討が進んでいること、さらには、知内高校の新たな特色を持たせる

取組としての海外研修の仕組みづくりや湯ノ里小学校の空き教室を活用しての湯ノ里保育

所の開設等、課題が山積しているところであります。そのことから、引き続き、田中健一

氏にその任を担っていただきたいと思っておりますので、再任同意していただきますよう、

お願いを申し上げます。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりました。

お諮りします。本案については、質疑、討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議がないようです。これから議案第１９号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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● 意見書案第１号 所得税法第５６条の廃止を求める意見書の提出について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第６、意見書案第１号、『所得税法第５６条の廃止を求める意見書の提出につ

いて』を議題とします。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、西山和夫君。

◎ １ 番（西山和夫）

意見書案第１号、所得税法第５６条の廃止を求める意見書の提出について。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して、上記意見書を提出

するものとする。

平成２６年９月２４日提出。提出議員、西山、賛成議員、木村、松井、泉、吉田、森永

各委員であります。

所得税法第５６条の廃止を求める意見書。

所得税法第５６条は家長制度の廃止により、個人単位主義を原則としたことで、家族間

で所得を分散し、不当に累計課税を逃れる租税回避的な行為が横行することを防止する趣

旨のもと制定された条項である。

しかし、法が制定された昭和２５年当時と比べると、女性の社会進出や家族観など社会

通念も大きく変化した今日、伝統的な法解釈だけで合理的な判断を下すことが困難な時代

背景となっている。

事業主の所得から控除される自家労賃は、配偶者の場合で８６万円、家族で５０万円だ

けであり、このわずかな控除額が、家族従業者の所得とみなされるため、子どもが結婚し

ても家や車のローンにも事業主名でなければ組めないなど、社会的にも経済的にも全く自

立できず、後継者育成にも大きな妨げとなっている。

よって、国におかれては、所得税法第５６条を廃止し、家族従業者の賃金を必要経費と

して認められるよう、時代に即した概念の元に、国における抜本的な税制改正議論の中で

見直しを図ることを求めるものである。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２４日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、

経済産業大臣。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第１号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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● 意見書案第２号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０

人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１５年度国

家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第７、意見書案第２号、『義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復

元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１５年度

国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出について』を議題としま

す。

提出議員、西山和夫君。

◎ １ 番（西山和夫）

意見書案第２号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下

学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１５年度国家予算編成にお

ける教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出について。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して、上記意見書を提出

するものとする。

平成２６年９月２４日提出。提出議員、西山、賛成議員、木村、松井、泉、吉田、森永

各議員であります。

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下学級」の実現をめ

ざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１５年度国家予算編成における教育予算確保

・拡充に向けた意見書。

義務教育国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保として国が責任を果たすものであり、

へき地校などが多い北海道においては、教育の機会均等を保障する重要なものとなってい

ます。また、これは地域主権を脅かすものではなく、義務教育費国庫負担制度は地域主権

を保障する制度であり、義務教育に必要不可欠であることから、制度の堅持と「三位一体

改革」で削減された負担率を１／３から１／２へ復元するなどの制度改善が極めて重要で

す。

今年度の政府予算では、少人数学級推進のための加配措置は少子化を理由に被災した児

童生徒への学習支援（１，０００人）を含む１，７０３人にとどまりました。さらに、生

活保護費の算定要素である「生活扶助費」を段階的に削減する政策を進めています。生活

保護世帯は、全道で１２万２千となっており、生活保護費の削減は、「就学援助」を受け

る全道９万４千の子どもたちにも影響を及ぼすおそれがあります。

教育現場においては、未だに地方財政法で「住民に負担を転嫁してはならない」として

いる人件費、旅費をはじめ、校舎等の修繕費がＰＴＡ会計より支出されております。また、

給食費、修学旅行費、テストやドリルなどをはじめとする教材費など、保護者の負担が大

きくなっています。地方交付税措置されている教材費や図書費についても都道府県や市町

村において、その措置に格差が出ています。また、国庫負担率が１／２から１／３になっ

たことで、定数内期限付採用や非常勤教職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況も

顕著になっています。教職員定数の拡充は喫緊の課題であり、住む地域に関係なく子ども

たちに行き届いた教育を保障するためには、「教職員定数の改善」と「学級基準編制の制

度改正」及び「３０人以下学級」の早期実現が不可欠です。
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これらのことから、国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当

面負担率１／２への復元など、下記の項目について地方自治法第９９条に基づき、教育予

算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよう意見します。

以上の趣旨にもとづき、次の事項について意見します。

記、１．義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率を１／２に復元すること。

２．「３０人以下学級」の早期実現にむけて、小学校１年生～中学校３年生の学級編成

標準を順次改定すること。当面、「新たな教職員定数改善計画」を早期に実施すること。

３．子どもたちや学校、地域の特性にあった教育環境を整備し、充実した教育活動を推

進するために、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置を実現すること。

４．教材費など保護者負担の解消、就学保障の充実、図書費など国の責任において教育

予算の十分な確保、拡充を行うこと。

５．就学援助制度の充実に向け、国の責任において予算の十分な確保、拡充を行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２４提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

提出先、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、

内閣府特命大臣（地域主権推進担当）以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第２号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第３号 奨学金制度の充実を求める意見書の提出について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第８、意見書案第３号、『奨学金制度の充実を求める意見書の提出について』

を議題と致します。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、西山和夫君。

◎ １ 番（西山和夫）

意見書案第３号、奨学金制度の充実を求める意見書の提出について。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して、上記意見書を提出

するものとする。

平成２６年９月２４日提出。提出議員、西山、賛成議員、木村、松井、泉、吉田、森永、
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各委員です。

奨学金制度の充実を求める意見書。

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は、経済的理由により修学に困難がある大

学生等を対象とした国が行う貸与型の奨学金で、無利息の第一種奨学金と年３％を上限と

する利息付の第二種奨学金があります。平成２４年度の貸付実績は、第一種が約４０万２，

０００人、第二種が約９１万７，０００人となっています。

しかしながら、近年、第一種、第二種とも、貸与者及び貸与金額が増加するなか、長引

く不況や就職難などから、大学を卒業しても奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が

急増しており、平成２４年度の返還滞納者数は約３３万４，０００人、期限を過ぎた未返

還額は過去最高の約９２５億円となっています。

同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、減額返還

などの制度を設け、平成２４年度からは無利息の第一種のみ「所得連動型無利息奨学金制

度」を導入しています。更に、平成２６年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施して

います。しかし、これら救済制度は要件が厳しく、通常の返還期限猶予期間の上限が１０

年間であるなど、様々な制限があることに対して問題点が指摘されています。

よって、政府においては、意欲と能力のある若者が、家庭の経済状況にかかわらず、安

心して学業に専念できる環境を作るため、下記の事項について強く要望します。

記、１． オーストラリアで実施されているような収入が一定額を超えた場合に、所得額に応じ

た返還額を、課税システムを通じて返還ができる所得連動返還型の奨学金制度を創設すること。

２．授業料減免を充実させるとともに無利子奨学金をより一層充実させること。

３．海外留学を希望する若者への経済的支援を充実させるため、官民が協力した海外留学

支援を着実に実施すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２４日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉内閣総理大臣、文部科学大臣。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第３号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第４号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと、地域や子

どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書の提出について
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◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第９、意見書案第４号、「道教委『新たな高校教育に関する指針』の見直しと

地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書の提出について」を議題と

します。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、木村一君。

◎ ２ 番（木村 一）

意見書案第４号、道教委『新たな高校教育に関する指針』の見直しと地域や子どもの実

態に応じた高校づくりの実現を求める意見書の提出について。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して、上記意見書を提出

するものとする。

平成２６年９月２４日提出。提出議員、木村一。賛成議員、西山、松井、泉、吉田、森

永各議員であります。

道教委『新たな高校教育に関する指針』の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づ

くりの実現を求める意見書。

道教委は、「新たな高校教育に関する指針（２００６年）」にもとづき、毎年度「公立

高等学校配置計画」を決定し、高等学校の募集停止や再編・統合を行ってきました。これ

によって、２００７年以降、全道では、現在までに２０校が募集停止（または募集停止予

定）、１７校が再編・統合によって削減（または削減予定）されています。

「配置計画」で再編・統合、募集停止の対象とされた高校では入学希望者の激減する現

象が生じています。さらに子どもの進学を機に地元を離れる保護者も現れ、過疎化を加速

させ、経済や産業、文化などに影響を及ぼすなど結果的に地域の活力を削ぐこととなって

います。地元の高校を奪われた子どもたちは、遠距離通学や下宿生活等を余儀なくされ、

精神的・身体的な負担は増大し、保護者の経済力によっては通学断念にまで追い込まれか

ねないといった実態も報告されています。

２０１１年度の「公立高等学校配置計画」では、「他の高校への通学が困難である」と

して残してきた地域キャンパス校の熊石高校を地元からの入学者が２０名を切っているこ

とを理由に「募集停止」としました。このことは、「教育の機会均等」を保障すべき道の

責任を地元に転嫁するものであり、キャンパス校や小規模校のある地域に不信と不安をも

たらしています。

このように、「新たな高校教育に関する指針」にもとづく「配置計画」がすすめば、高

校進学率が９８％を越える状況にありながら、北海道の高校の約４３％がなくなることに

なります。これはそのまま「地方の切り捨て」、ひいては北海道地域全体の衰退につなが

ります。

したがって、広大な北海道の実情にそぐわない「新たな高校教育に関する指針」を抜本

的に見直し、中学卒業者数の減少期だからこそ、学級定数の見直しを行うなど、地域に高

校を存続させ、希望するすべての子どもにゆたかな後期中等教育を保障していくべきです。

そのためには、地域の意見・要望を十分反映させ、地域の経済・産業・文化の活性化を展

望した新たな「高校配置計画」「高校教育制度」を創り出していくことが必要です。

以上の趣旨にもとづき、次の事項について意見します。

記、１．道教委が２００６年に策定した「新たな高校教育に関する指針」は、広大な北

海道の実情にそぐわず、地域の教育や文化だけでなく、経済や産業など地域の衰退につな

がることから、抜本的な見直しを行うこと。
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２．「公立高校配置計画」については、子ども・保護者・地元住民など、道民の切実な意

見に真摯に耳を傾け、一方的な策定は行わないこと。

３．教育の機会均等と子どもの学習権を保障するため、「遠距離通学費等補助制度」の５

年間の年限を撤廃するとともに、もともと高校が存在しない町村から高校へ通学する

子どもたちも制度の対象とすること。

４．しょうがいのある・なしにかかわらず、希望するすべての子どもが地元の高校へ通う

ことのできる後期中等教育を保障するための検討をすすめること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２４日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉北海道教育委員会委員長、北海道教育委員会教育長、北海道知事、北海道議会

議長。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第４号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第５号 「危険ドラッグ（脱法ハーブ）」根絶に向けた総合的な対策の

強化を求める意見書の提出について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１０、意見書案第５号、『「危険ドラッグ（脱法ハーブ）」の根絶に向けた

総合的な対策の強化を求める意見書の提出について』を議題とします。

本案について提出議員の説明を求めます。

提出議員、泉政栄君。

◎ ４ 番（泉 政栄）

意見書案第５号、「危険ドラッグ（脱法ハーブ）」の根絶に向けた総合的な対策の強化

を求める意見書の提出について。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して、上記意見書を提出

するものとする。

平成２６年９月２４日提出。提出議員、泉、賛成議員、西山、木村、松井、吉田、森永

各議員でございます。

「危険ドラッグ（脱法ハーブ）」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書。

昨今、「合法ハーブ」等と称して販売される薬物（いわゆる「危険ドラッグ」＝脱法ハ

ーブ、脱法ドラッグ）を吸引し、呼吸困難を起こしたり、死亡したりする事件が全国で相
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次いで発生しています。特に、その使用によって幻覚や興奮作用を引き起こしたことが原

因とみられる重大な交通事故の事案が度々報道されるなど、深刻な社会問題となっていま

す。

危険ドラッグは「合法」と称していても、規制薬物と似た成分が含まれているなど、大

麻や覚醒剤と同様に、人体への使用により危険が発生するおそれがあり、好奇心などから

容易に購入したり、使用したりすることへの危険性が強く指摘されています。

厚生労働省は、省令を改正し昨年３月から「包括指定」と呼ばれる方法を導入し、成分

構造が似た物質を一括で指定薬物として規制しました。また、本年４月には改正薬事法が

施行され、指定薬物については覚せい剤や大麻と同様、単純所持が禁止されました。

しかし、指定薬物の認定には数か月を要し、その間に規制を逃れるために化学構造の一

部を変えた新種の薬物が出回ることにより、取り締まる側と製造・販売する側で「いたち

ごっこ」となっています。また、危険ドラッグの鑑定には簡易検査方法がないため捜査に

時間がかかることも課題とされています。

そこで、政府におかれては、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策を強化すること

を強く求めます。

記、一、インターネットを含む国内外の販売・流通等に関する実態調査及び健康被害との因果

関係に関する調査研究の推進、人員確保を含めた取締態勢の充実を図ること。

一、簡易鑑定ができる技術の開発をはじめ鑑定時間の短縮に向けた研究の推進、指定薬物

の認定手続きの簡素化を図ること。

一、薬物乱用や再使用防止のために、「危険ドラッグ」の危険性の周知及び学校等での薬

物教育の強化、相談体制・治療体制の整備を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２４日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、国家公安委員会委員

長。以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第５号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第６号 魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書の

提出について
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◎ 議 長（伊藤政博）

次に意見書案第６号、『魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書の

提出について』を議題と致します。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、泉政栄君。

◎ ４ 番（泉 政栄）

意見書案第６号、魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書の提出に

ついて。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対し、上記の意見書を提出

するものとする。

平成２６年９月２４日提出。提出議員、泉、賛成議員、西山、木村、松井、吉田、森永

各議員であります。

魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書。

低迷していた日本経済が今再び力を取り戻しつつある中で、政府は、さらなる日本の前

進に向けて、新たな成長戦略を発表するなど積極的な姿勢で取り組んでいる。

長年の課題であった少子高齢化に終止符を打ち、懸念される人口急減社会への道を断つ

ため、合計特殊出生率の向上や子育て支援策の拡充、ワークライフバランスの推進に全力

で取り組む時に来ている。とともに、東京への一極集中や、地方経済の衰退による地域の

活力低下に対し、新たな雇用の場の創出や、新たな魅力の創造、あらゆる機能の集約化を

図り、地方の活性化を急速に進めるべきことは広く国民の利益に資することは明かである。

よって、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望いたします。

記、１．立法、司法、行政を始め、経済･金融や研究･学術の機関などを全国の地方都市

に分散させること。

２．地方において中枢的な機能を担うことのできる都市については、その地方の発展を

支えるとともに、国内全体の推進力として力を発揮できる体制を構築するために、様々な

権限の委譲を含め、行政上の機能を一層充実させるとともに、地域活性化のプラットフォ

ームとして集中的な投資を行うこと。

３．人口増加を目指す定住圏等において、新たな雇用の場を創出し、若い世代が暮らし

やすく、子育てしやすい環境づくりに取り組めるよう、地域再生に高い効果が期待される

事業について、地域の使いやすさを重視した再編や拡充を行うこと。

４．首都圏から全国へ、大都市から地方への人の流れを生み出させるよう、ＵターンＩ

ターンの促進や地域おこし協力隊、新・田舎暮らし隊の推進、都市高齢者の地方への住み

替えを容易にする支援措置等に取り組むこと。

５．地方における企業誘致や起業を促進するために必要な財政上、税制上の措置を講ず

ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２４日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣。以上でご

ざいます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）
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質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第６号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第７号 軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを

要請する意見書の提出について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１２、意見書案第７号、『軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準

の改正などを要請する意見書の提出について』を議題とします。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、谷口康之君。

◎ ７ 番（谷口康之）

意見書案第７号、軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを要請す

る意見書について。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して、上記意見を提出す

るものとする。

平成２６年９月２４日提出。提出議員、谷口康之。賛成議員は、吉田峰一、木村一、泉

政栄、敦澤良子の各議員であります。

軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを要請する意見書。

軽度外傷性脳損傷は、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷などにより、頭

部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂するなどして

発症する病気です。

主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てんかん

などの意識障害、半身まひ、視野が狭くなる、匂い・味が分からなくなるなどの多発性脳

神経まひ、尿失禁など複雑かつ多様です。

この病態は、世界保健機構（ＷＨＯ）において定義付けがなされており、他覚的・体

系的な神経学的検査及び神経各科の裏付け検査を実施すれば、外傷性脳損傷と診断するこ

とができると報告されています。

しかしながら、この軽度外傷性脳損傷は、日本の医療において知られておらず、また、

ＭＲＩなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保険の補償対象にな

らないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースもあるのが現状です。

さらに、本人や家族、周囲の人たちもこの病態を知らないために誤解が生じ、職場や学

校において理解されずに、悩み、苦しんでいるケースが多々あります。

以上のことから、医療機関をはじめ、国民・教育機関への啓発・周知が重要と考えます。

国におかれましては、現状を踏まえて下記の事項について適切な措置を講じるよう強く

要望します。



- 17 -

記、１．業務上の災害または通勤災害により軽度外傷性脳損傷となり、後遺障害が残存

した労働者を、労災の障害（補償）年金が受給できるよう、労災認定基準を改正すること。

２．労災認定基準の改正に当たっては、他覚的・体系的な神経学的検査法など、画像に

代わる外傷性脳損傷の判定方法を導入すること。

３．軽度外傷性脳損傷について、医療機関をはじめ国民、教育機関への啓発・周知を図

ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２４日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学

大臣、以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第７号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第８号 産後ケア体制の支援強化を求める意見書の提出について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１３、意見書案第８号、『産後ケア体制の支援強化を求める意見書の提出に

ついて』を議題とします。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、谷口康之。

◎ ７ 番（谷口康之）

意見書案第８号、産後ケア体制の支援強化を求める意見書の提出について、

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して、上記意見を提出す

るものとする。

平成２６年９月２４日提出。提出議員、谷口康之。賛成議員は、吉田峰一、木村一、松

井盛泰、泉政栄、敦澤良子の各議員であります。

産後ケア体制の支援強化を求める意見書

子育て支援は、国や各自治体の取り組みにより、妊娠･出産・育児と切れ目のない支援

策が講じられてきましたが、現在、大きな課題になっているのが出産前と直後の対応です。

特に、妊娠中からの切れ目のない継続的な支援が必要です。

出産により女性の心身には大きな負担が生じます。特に出産直後から１か月間は、身体

的な負荷に加えて、急激なホルモンバランスの変化で、精神的に不安定になる傾向が強く、
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十分な休養とサポートが必要です。

近年、晩婚･晩産により女性の出産年齢が年々高くなってきています。出産する女性の

親の年齢も高齢化しており、十分な手助けを受けられない状況があります。また、核家族

化が進み、地域との交流も希薄化している中で、不安を抱えたまま母親としての育児がス

タートするケースが多くなっています。

良好な母子の愛着形成を促進するうえで、出産直後の１か月間が最も大事な時期であり、

更には産後早期の親子関係が虐待や育児放棄の予防・早期発見などの役割も果たすといわ

れています。従って、出産直後の母親への精神的･身体的なサポートは欠かせないものと

なってきています。

国は平成２６年度の予算に、これまで支援が届かなかった出産後の女性の心身をサポー

トする「妊娠・出産包括支援モデル事業」を計上しました。少子化対策を進めるにあたっ

て「産後ケア対策」は喫緊の課題であり、早急に確立する必要があります。よって以下の

項目の実現を強く求めるものです。

記、一、「妊娠・出産包括支援モデル事業」を着実に実施すること。その上で、本事業

の成果を速やかに検証し、全国の自治体で円滑に産前・産後の支援、特に産後ケアを提供

できる体制を構築すること。

一、モデル事業の展開に当たっては、経済的な理由により、産後ケアが受けられないこ

とがないよう、利用者負担軽減策を同時に実施すること。

一、単なる家事支援ではなく、出産後の母子のこころとからだの適切なケアが提供でき

るよう、産後ケアを担う人材育成を目的とした研修を行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２４日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉内閣総理大臣、厚生労働大臣。以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第８号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第９号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書の提出に

ついて

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１４、意見書案第９号、『国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意

見書の提出について』を議題とします。
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本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、谷口康之君。

◎ ７ 番（谷口康之）

意見書案第９号、国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書の提出について。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して、上記意見書を提出

するものとする。

平成２６年９月２４日提出。提出議員、谷口康之。賛成議員は、吉田峰一、木村一、松

井盛泰、泉政栄、敦澤良子の各議員であります。

国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書。

国民健康保険料が高く、国保加入者の生活を圧迫し困難を極めています。国保財政に占

める国庫負担金の割合は、１９８３年には総医療費の４５％（定率４０％＋調整交付金５

％）から医療給付費の５０％（総医療費－患者負担分に対して）に変更されました。これ

は総医療費の３８．５％への引き下げとなり、自治体と国保加入者の負担が増大した要因

となりました。２０１３年度では、自治体国保財政への国庫負担金は２０％台にまで引き

下げられ、一層厳しくなっています。

２０１０年の通常国会予算委員会で、鳩山首相（当時）は、国庫負担の削減が、高い保

険料（税）の原因になっている事を認めると共に、「財源確保に努力したい」と答弁して

います。

「国民健康保険法」第４条は、国の責務として、「国は国民健康保険事業の運営が健全

に行われるように努めなければならない」と規定しています。

この趣旨に照らしても、全国的に苦しい財政運営を余儀なくされている国民健康保険に

対する国庫負担を増額するべきです。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２４日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣。以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第９号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第１０号 漁業用燃油にかかる軽油引取税免税措置の堅持に関する意見

書の提出について

◎ 議 長（伊藤政博）
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次に日程第１５、意見書案第１０号、『漁業用燃油にかかる軽油引取税免税措置の堅持

に関する意見書の提出について』を議題とします。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、谷口康之君。

◎ ７ 番（谷口康之）

意見書案第１０号、漁業用燃油にかかる軽油引取税免税措置の堅持に関する意見書の提

出について。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して、上記意見を提出す

るものとする。

平成２６年９月２４日提出。提出議員、谷口康之。賛成議員は、吉田峰一、木村一、松

井盛泰、泉政栄、敦澤良子の各議員であります。

漁業用燃油にかかる軽油引取税免税措置の堅持に関する意見書。

燃油や資材価格の高騰、漁獲量の減少や魚価の低迷など、本道の漁業を取り巻く環境は

極めて厳しい状況にある。

加えて、東日本大震災により我が国漁業は壊滅的な被害を受け、さらには原発事故の風

評被害等によって、水産物の消費の減退と魚価の低迷については一層深刻の度を増してい

る。

燃油は操業において不可欠なエネルギーであるが、漁業においてはコストに占める燃油

費の割合が極めて大きく、燃油価格の上昇は直ちに漁業経営を圧迫する。漁業者は省エネ

操業に取り組むなど、日々努力を重ねているものの、事態は我々漁業者の努力の範疇を超

えている。

農林漁業の用途に供する軽油については、時限的に免税措置が講じられているが、燃油

価格の上昇を含め、これ以上の負担の増加となることは、漁業者を更に廃業へ追い込むこ

ととなる。

このような中、道民に対する水産物の安定供給とともに、これに不可欠の前提となる漁

業者の経営安定を維持するために、国におかれては、下記のとおり燃油税制にかかる措置

の堅持を図られるよう、強く要望する。

記、漁業用燃油に係る軽油引取税の免税措置を堅持すること

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２４日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、農林水産

大臣。以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第１０号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

以上、１０件の意見書案について、提出先に送付の上、要望事項の実現を図りたいと思

いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案はそのように取り扱うことに決定しました。

● 議長発議 議会閉会中の正副議長並びに議員の出張承認について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１６、『議会閉会中の正副議長並びに議員の出張承認について』を議題とし

ます。

お諮りします。議会を代表して、正副議長並びに議員が出席、又は派遣を要する諸行事

・慶弔・諸会議・研修・要望等のため、出張することについて予め議会の承認を得たいと

思います。このことを承認することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、議会閉会中に議会を代表して出張、又は派遣を要す

る正副議長並びに議員の出張について、承認することに決定しました。

なお、出席又は派遣をする議員については、その都度、議長において指名することにし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認め、その都度、議長において指名することに決定しました。

● 閉会宣言

◎ 議 長（伊藤政博）

お諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。

これで本日の会議を閉じます。

平成２６年第３回知内町議会定例会を閉会します。どうも大変ご苦労様でした。

（ 閉会 午前１０時４８分 ）


